
●　　　　　　　　　●

B．事業創造、
雇用拡大

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

口．歳出改革
○農業政策（バイオマス、
農地法制、公共事業等）
・企業的農業経営の展開の
ための改革
一構造改革特区の活用も含
めた農地法制の見直し

一意歓と能力のある経営体
に施策を集中

農林水産省 ・「経営の法人化で拓く構
造改革に係る有識者懇談
会」において、農地制度全
般について検討を行い、農
業生産法人の事業要件の緩
和、構造改革特区の活用等
について論点整理を行っ
た。（14年11月未公表）

・平成14年度予算におい
て、地域農業構造改革緊急
対策、新規就農総合対策事
業等を実施。

・構造改革特別区域法にお
いて、農業生産法人以外の
法人の農業参入を可能とす
る農地法の特例措置を講じ
た。

また、農業経営の法人化
及び農地の利用集積を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

・地域の実情に応じた担い
手の明確化、担い手に対す
る農地の利用集積の促進、
地域農業の核となる農業法
人の育成等が行われた。
・新規就農相談センターに
おける就農相談体制の確
立、技術・経営研修の充実
が図られた。

づく農地法の特例措置の適
正かつ円滑な実施。

・平成22年度における「望
ましい農業構造」の実現に
向け、効率的かつ安定的な
農業経営の育成・確保に向
けた施策の更なる集中化・
重点化。

第156回国会会期末
～③それ以降
15年4月以降の構造改革

特区制度の施行状況を注視
する必要。

①第156回国会会期末
・「農業経営基盤強化促進
法の一部を改正する法律
案」の成立を目指す。
（む平成15年末～③それ以降
・新規就農支援システムの
構築、農業法人に対する総
合的な支援、認定農業者等
に対する経営の多角化に向
けたノウハウの提供や農地
集積の加速化等を推進。
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●　　　　　　　　　●

○農業政策（パイ
農地法制、公共事業等）
・バイオマスについて年内
に「戦略」を策定一工程管
理と評価システム（効率
性、コスト）に留意

農林水産省
内閣府
文部科学省
経済産業省
国土交通省
環境省

・平成14年12月27日に「バ
イオマス・ニッポン総合戦
略」を閣議決定。
・戦略の工程管理と評価を
行う推進体制として、関係
府省による「バイオマス・
ニッポン総合戦略推進会
議」、推進会議への提言等
を行う「バイオマス・ニッ
ポン総合戦略推進アドパイ
ザリーグループ」を14年度
内に設置。
・15年度予算政府案におい
て、バイオマス関連事業を
創設。

生物由来の有機性資源で
あるバイオマスをエネル
ギーや製品として総合的に
利活用し、持続的に発展可
能な社会を実現するための
国家戦略として、2010年を
目途とする具体的な数値目
標や実施主体・実施時期を
明示した78の具体的行動計
画を策定し、政府が一体と
なって推進していく姿勢を
明らかにした。
・地域活性化等の一手段と
してバイオマス活用を進め
るため、地方自治体等にお
いて特別のプロジェクト
チームを立ち上げたり、具
体的なプロジェクトの検討
を各地で開始。

・バイオマスの生産、収
集・輸送、変換、利用の各
段階が有機的につながり、
全体として経済性がある循
環システムを各地で構築。
・全国的な取組のモデルと
なるバイオマス利活用事例
の構築。

第156回国会会期末
バイオマス関連情報を効率的

効果的に整理・提供するバイオマ
ス情報ヘッドクオーターを創設。
・関係府省が一体となって、地域
の特性を活かし、バイオマスを効
率的に利活用するバイオマスタウ
ン構想を検討。
・バイオマス活用を更に進めるた
めの方策について、推進会議、ア
ドパイザリーグループにおいて検
討。
③平成15年末
・各地での具体的な取組の効率的
な支援策の検討、決定。
③それ以降
・総合戦略の進捗状況のフォロー
アップ。・
・バイオマス活用を更に進めるた
めの方策について、推進会蔑、ア
ドバイザリーグループにおいて検
討。

①第156回国会会期末
～⑧それ以降

・バイオマス関連事業の着実な実
施。
・地域における体制整備や調査・
実証等による利活用システムの構
築を図るとともに、新技術等を活
用した施設整備をモデル的に実
施。

ハ．規制改革
○農業政策（バイオマス、
農地法制、公共事業等）
・企業的農業経営の展開の
ための改革
一構造改革特区の活用も含
めた農地法制の見直し

農林水産省 ・r経営の法人化で拓く構
造改革に係る有識者懇談
会」において、農地制度全
般について検討を行い、農
業生産法人の事業要件の緩
和、構造改革特区の活用等
について論点整理を行っ
た。（14年11月未公表）

構造改革特別区
いて、農業生産法人以外の
法人の農業参入を可能とす
る農地法の特例措置を講じ
た。

また、農業経営の法人化
及び農地の利用集積を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

づく農地法の特例措置の適
正かつ円滑な実施。

政策目標B・農水省・基本方針2002（制度・政策改革集中審議）

第156回国会会期末
～③それ以降
15年4月以降の構造改革

特区制度の施行状況を注視
する必要。
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一意欲と能力のある経営体
に施策を集中

●

・平成14年度予算におい
て、地域農業構造改革緊急
対策、新規就農総合対策事
業等を実施。

・地域の実情に応じた担い
手の明確化、担い手に対す
る農地の利用集積の促進、
地域農業の核となる農業法
人の育成等が行われた。
・新規就農相談センターに
おける就農相談体制の確
立、技術・経営研修の充実
が図られた。

●
・平成22年度における「望
ましい農業構造」の実現に
向け、効率的かつ安定的な
農業経営の育成・確保に向
けた施策の更なる集中化・
重点化。

①第156回国会会期末
・r農業経営基盤強化促進
法の一部を改正する法律
案」の成立を目指す。
②平成15年末～③それ以降
・新規就農支援システムの
構築、農業法人に対する総
合的な支援、認定農業者等
に対する経営の多角化に向
けたノウハウの提供や農地
集積の加速化等を推進。

ホ．その他の制度改革
○農業政策（バイオマス、
農地法制、公共事業等）
・バイオマスについて年内
に「戦略」を策定一工程管
理と評価システム（効率
性、コスト）に留意

農林水産省
内閣府
文部科学省
経済産業省
国土交通省
環境省

・平成14年12月27日にrバ
イオマス・ニッポン総合戦
略」を閣議決定。
・戦略の工程管理と評価を
行う推進体制として、関係
府省によるrバイオマス・
ニッポン総合戦略推進会
議」、推進会詩への提言等
を行う「バイオマス・ニッ
ポン総合戦略推進アドパイ
ザリーグループ」を14年度
内に設置。
・15年度予算政府案におい
て、バイオマス関連事業を
創設。

あるバイオマスをエネル
ギーや製品として総合的に
利活用し、持続的に発展可
能な社会を実現するための
国家戦略として、2010年を
目途とする具体的な数値目
標や実施主体・実施時期を
明示した78の具体的行動計
画を策定し、政府が一体と
なって推進していく姿勢を
明らかにした。
・地域活性化等の一手段と
してバイオマス活用を進め
るため、地方自治体等にお
いて特別のプロジェクト
チームを立ち上げたり、具
体的なプロジェクトの検討
を各地で開始。

・バイオマスの生産、収
集・輸送、変換、利用の各
段階が有機的につながり、
全体として経済性がある循
環システムを各地で構築。
・全国的な取組のモデルと
なるバイオマス利活用事例
の構築。

第156回国会会期末
・バイオマス関連情報を効率的・
効果的に整理・提供するバイオマ
ス情報ヘッドクォーターを創設。
・関係府省が一体となって、地域
の特性を活かし、バイオマスを効
率的に利活用するバイオマスタウ
ン構想を検討。
・バイオマス活用を更に進めるた
めの方策について、推進会議、ア
ドパイザリーグループにおいて検
討。
②平成15年末
・各地での具体的な取組の効率的
な支援策の検討、決定。
③それ以降
・総合戦略の進捗状況のフォロー
アップ。
・バイオマス活用を更に進めるた
めの方策について、推進会議、ア
ドパイザリーグループにおいて検
討。

（訪第156回国会会期末
～③それ以降

・バイオマス関連事業の着実な実
施。
・地域における体制整備や調査・
実証等による利活用システムの構
築を図るとともに、新技術等を活
用した施設整備をモデル的に実
施。
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B．事業創造、
雇用拡大

対応状況 主な成果 課題 これからの取り組み

ホ．その他の制度改革
日．セーフティ・ネットの
拡充
1．雇用対策の推進
（2）新たな雇用の創出
・定住に資する緑の雇用事
業を活用する。

O「緑の雇用」の展開

1　緊急雇用対策を活用し
た森林作業への雇用促進
（H．13林野庁補正予算）（事
業期間13～16年度）
①全国規模の就業相談会の
開催
②安全を重視した一週間程
度の事前研修の実施（林業
未経験者は原則研修受講）
③研修終了者を名簿登録

2．緊急地域雇用創出特別
交付金事業による森林作業
等への短期就業（H．13厚生
労働省補正予算）
（事業期間13～16年度）

3．線の雇用担い手育成対
策事業（H14林野庁補正予
算）により、短期就業者の
本格就業・定着に向けた取
り組みに着手

1（む　就業相談会等
・日．13全国11箇所　合計
5，600人（うち東京・大阪で
1，400人）
・H．14全国13箇所　合計
5．100人（未実施2箇所有）
1②事前研修の実施
・H．13　3，500人
・H．14　7，900人（都道府県
計画数値1

2　交付金事業による森林
作業への短期就業
・H．13　　3，500人
・日．14　11，500人（都道府
県計画数値）

3．短期雇用経験者を対象
に、本格就業に向けた一年
間の研修参加者を選定
・H．14　2，400人
（平成12年の林業労働者数

約7万人）

（注）年数は全て年度

創出特別交
付金事業により森林作業に
短期雇用された者の本格就
業にむけた定着の促進が必
要。

第156回国会会期末
・「緑の雇用担い手育成対
策事業」の実施地域の選定
及び周知・徹底等準備作
業。
②平成15年末
・約1年間にわたるOJT研
修、集合研修等の確実な実
施

・本格雇用・定着状況の検
証等　　　　　　　　　　′・

政策目標B・農水省・改革加速のための総合的な対応策 Pagel



B ．事 業創造 、

雇 用拡 大

関係

府 省等
対応状 況 主な成 果 課 題 これ か らの取 り組 み

ィ ．税制 改革

雇用対策、中小企業対策、
セーフティーネット
○起業・創業の重要性を踏
まえ、税制を含めた諸制度
のあり方を検討する。

財務省・経
済産業省

・措置済み （「改革工程表
の進捗状況」に記載）

科学技術・ベンチャー
○産官学連携の推進に関す
る制度改革・規制緩和を含
む具体的方策を取りまとめ
る。また、国立大学等の法
人化に際し、改革の方向性
を打ち出すとともに、私立
大学での研究開発の促進の
ため、私立大学への民間資
金の導入を促進する観点か
ら、民間からの委託研究費
に対する減税措置等につい
て検討する。

総合科学技
術会議・関
係府省

・措置済み （「改革工程表
の進捗状況」に記載）

政策目標B経産省基本方針（改革工程表） Pagel



口 ． 歳 出 改 革

○創業や中小企業の経営革 経済産業省 ・ （イ）創業者の資金調達 ・新創業融資制度の現在ま ・本制度については今後と
新を円滑化するための資金 の円滑化のため、事業計画 での貸付実績は3 ， 2 2 6 も着実な運用に努めてい
調達の支援を充実する （ビジネスプラン）の審査

により無担保 ・無保証人で
融資する新創業融資制度を
1 4 年 1 月から開始した。
また、新事業創出関連保証
制度の保証限度額を 1 ， 0
0 0 万円から 1 ， 5 0 0 万
円に引き上げ、平成 1 3 年
1 2 月から運用を開始し
た。

件、1 0 4 ．4 億円 （平成

1 4 年 1 月～ 1 5 年 3 月 1
4 日）、また新事業創出関
連保証制度の保証実績は
9 ， 6 7 5 件、 5 4 0 億円
（平成 1 1 年 2 月～ 1 5 年

1 月）である。

く。

経済産業省 ・ （口）創業者の資金調達 ・新創業融資制度の現在ま ・本制度については今後と
の円滑化のため、事業計画 での貸付実績は3 ， 2 2 6 も着実な運用に努めてい
（ビジネスプラン）の審査

により無担保 ・無保証人で
融資する新創業融資制度を

1 4 年 1 月から開始 した。
また、新事業創出関連保証
制度の保証限度額を 1 ， 0
0 0 万円から 1 ， 5 0 0 万
円に引き上げ、平成 1 3 年
1 2 月から運用を開始し
た。

件、1 0 4 ． 4 億円 （平成

1 4 年 1 月～ 1 5 年 3 月 1
4 日）、また新事業創出関
連保証制度の保証実績は

9 ， 6 7 5 件、 5 4 0 億円
（平成 1 1 年 2 月～ 1 5 年
1 月）である。

く。

政策目標B経産省基本方針（改革工程表） Page2



○総合科学技術会議は、①
ライフサイエンス、②情報
通信、（釘環境、④ナノテク
ノロジー・材料の4分野を
中心に研究開発資源が重点
配分されるよう、必要に応
じて予算編成過程で財政当
局と連携を図る。また、
「科学技術の振興（ライフ

サイエンス等の4分野への
重点化等）」に関しては、
各省庁の施策について同会
議が調整を行い、各省庁が
要求する。プロジェクト選
定の際、外部評価を活用
し、また、その評価を公開
することにより、選定結果
の妥当性を高める。

経済産業省 ・平成14年度において、
研究開発プログラム予算
1，014．6億円〔うち
構造改革特別枠311．5
億円〕を配分。4分野では
それぞれ
ライフサイエンス分野

174．8億円
〔45．0億円〕

情報通信分野
271．6億円
〔90．8億円〕

環境分野
454．0億円
〔161．9億円〕

ナノテクノロジー・材料分
野

114．2億円
〔13．7億円〕

※予算額は再掲を除く。〔
）は構造改革特別枠要求分
を内数で表示。

・新創業融資制度の現在ま
での貸付実績は3，226
件、104．4億円（平成
14年1月～15年3月1
4日）、また新事業創出関
連保証制度の保証実績は
9，675件、540億円
（平成11年2月～15年
1月）である。

・研究開発について、目標
の達成に向けた着実かつ効
率的な実施。

政策目標日経産省基本方針（改革工程表）

①第156回国会会期末
平成15年度新規プロジェ
クトについて、NEDOに
対し研究開発資金の交付を
行い、NEDOにおいて研
究開発実施者の公募、採択
及び契約を行う。
②平成15年末及び③それ
以降
継続して研究開発を着実に
実施。
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●

・また平成15年度におい
てもプログラムを中心に引
き続き重点的に予算を配分
し、さらに研究開発の成果
が迅速に事業化に結びつ
き、市場創出に直結するよ
うな研究開発プロジェクト
としてフォーカス21（1
0テーマ30プロジェク
ト）を創設、367億円を
重点投入予定。プログラム
予算1，324．4億
各分野ではそれぞれ
ライフサイエンス分野
192．7億円
〔88．4億円〕

情報通信分野
424．0億円
〔172．9億円）

環境分野
583．9億円
〔44．3億円〕

ナノテクノロジー・材料分
野

123．8億円
〔61．4億円）

※予算額は再掲を除く。
〔）はフォーカス21を

内数で表示。
※フォーカス21を加速的
に推進するため、平成14
年度補正予算を投入

60．4億円

●
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●

○大学 ・大学院、N P O 等
を活用した高度な人材育成
を図るための推進体制の整
備等を推進する。

経済産業省 平成．1 4 年度補正予算にお

いて、 l T 、バイオ、ベン
チャーキャピタリス ト、事
業再生人材等、高度専門人
材育成促進のための支援措
置を新たに確保 （8 9 ． 1
億円）。
具体的には、各人材分野

毎に、スキル標準の策定及
びそれに基づく研修カ リ
キュラム等の開発 ・実証を
行うことで、企業や大学等
における高度専門人材の体
系的育成を支援。

2 月上旬から事業を開始。 可能な限り早期に高度専門
人材育成に関するスキル標
準策定、研修カリキュラム
整備等を実施。

○国等による環境物品等の 経済産業省 ・同法の基本方針に定める特 ・平成14 年2月に特定調達品 ・役務分野における対象サー （D 平成15年度基本方針に基
調達の推進等に関する法律 定調達品目の追加及び判断 目等の追加を決定。5 0品目を ビスの拡大。 づき各省で調達方針を作成
に基づき再生品や低公害車 基準等の見直しを行うため、 追加。 し、環境物品等の調達を実
等の購入を推進する。 平成14 年7 月5 日から8 月9

日まで提案募集を行った。さら
に、集まった提案をもとに検討
を行い、平成15 年1月7 日か
ら1月24 日まで、特定調達品
目の追加等の見直し案につい

てパブリックコメントを行った。
また、各府省において調達方
針を定め、環境物品等の調達
を実施中。

施。平成16 年度の基本方針
改訂に向けて提案募集を実
施。
②③基本方針改訂に向けた検
討。
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●

○国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律
に基づき再生品や低公害車
等の購入を推進する。

経済産業省 ・（（平成14年1月の実施状
況）13年7月に産業構造審議
会環境部会の廃棄物・リサイ
クル小委員会に企画ワーキン
ググループを設置し、循環型
社会構築に向けた各種制度の
実効性の確保、3R（リデュー
スリユース、リサイクル）の高
度化等の今後の課題について
「循環型経済システムの高度
化に向けて」を取りまとめ、12
月25日に公表し、パブリックコ
メントを募集中。）

・平成14年3月に産業構造審
議会環境部会の廃棄物・リサ
イクル小委員会に循環ビジネ
スワーキンググループを設置
し、平成14年6月に「循環ビジ
ネスの自律的発展を目指し
て」を取りまとめた。
・また、平成14年10月に産業
構造審議会環境部会に産業と
環境小委員会を設置した。

・昨年10月に産業構造審議会
に産業と環境小委員会を設置
し、本年4月頃を目途に環境経
営のあり方等について取りま
とめを行う予定であり、成果は
今後出していくもの。

①平成15年4月頃を目途に
環境経営の促進のあり方等に
ついて産業構造審議会環境部
会産業と環境小委員会にて取
りまとめを行う。
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●

○国等による環境物品等の
調達の推進等に関する法律
に基づき再生品や低公害車
等の購入を推進する。

経済産業省 成14年1月の実施状
況）13年7月に産業構造審議
会環境部会の廃棄物・リサイ
クル小委員会に企画ワーキン
ググループを設置し、循環型
社会構築に向けた各種制度の
実効性の確保、3R（リデュー
スリユース、リサイクル）の高
度化等の今後の課題について
「循環型経済システムの高度
化に向けて」を取りまとめ、12
月25日に公表し、パブリックコ
メントを募集中。）

・平成14年3月に産業構造審
議会環境部会の廃棄物・リサ
イクル小委員会に循環ビジネ
スワーキンググループを設置
し、平成14年6月に「循環ビジ
ネスの自律的発展を目指し
て」を取りまとめた。
・また、平成14年10月に産業
構造審議会環境部会に産業と
環境小委員会を設置した。

・昨年10月に産業構造審議会
に産業と環境小委員会を設置
し、本年4月頃を目途に環境経
営のあり方等について取りま
とめを行う予定であり、成果は
今後出していくもの。

①平成15年4月頃を目途に
環境経営の促進のあり方等に
ついて産業構造審議会環境部
会産業と環境小委員会にて取
りまとめを行う。
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○廃棄物の処理及びリサイ
クルの推進に関し、技術開
発や社会の仕組みの確立な
どを進める。例えば、循環型
社会形成を進める静脈物流
システム、静脈にかかる情
報ネットワークの構築及びリ
サイクル事業の活性化を進
める。

経済産業省 t資源有効利用促進法、容器
包装リサイクル法の実効ある
執行のため、産業廃棄物の発
生量や容器包装の使用削減
等の実態調査及び内外の3R
事業の調査等を実施した。
また、循環型システムの構築

に向けて、個別産業・製品ごと
の生産・流通・消費等の各段
階の実態を踏まえたモデル循
環システムの実施、製品・製
法アセスメントの策定並びに
リース業等の環境関連産業の
実態調査等を実施した。
さらに、3R対策を講じる必要

性の高い自動車リサイクルや
家電リサイクル関連技術を中
心に、必要な技術開発を体系
的に実施した。

・モデル循環システムの調査
について8テーマが実施され
た。

・3R技術開発の促進について
6テーマが実施された。

③資源有効利用促進法、容器
包装リサイクル法の実効ある
執行のため、産業廃棄物の発
生量や容器包装の使用削減
等の実態調査及び内外の3R
事業の調査等を実施する。
また、循環型システムの構築

に向けて、個別産業・製品ごと
の生産・流通・消費等の各段
階の実態を踏まえたモデル循
環システムの実施並びに環境
関連産業の実態調査等を実
施する。
さらに、3R対策を講じる必要

性の高い自動車リサイクルや
容器包装リサイクル関連技術
を中心に、必要な技術開発を
体系的に実施する。
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●

○循環型経済社会の構
向け、NPO、市民、産業界な
どのパートナーシップ形成を
支援する。例えば、国民参加
によるゴミゼロ運動の展開、
民間事業者の先進的なリサ
イクル施設への支援等を通
じてゴミゼロ社会構築を推進
する。

経済産業省 ・（（14年1月の実施状況）民
間事業者を主体とする先導的
なリサイクル施設の整備への
支援など、エコタウンの整備を
推進する（13年度第一次補正
予算、第二次補正予算案でも
措置）。）

・民間事業者を主体とする先
導的なリサイクル施設の整備
への支援など、エコタウンの整
備を推進する。（平成14年度
予算で措置）

・エコタウン事業において17
地域を承認、34施設を整備。

（診民間事業者を主体とする先
導的なリサイクル施設の整備
への支援など、エコタウンの整
備を引き続き推進する。
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○低公害車、燃料電池、
スーパーエコシップ等革新的
な省エネ・新エネ技術の開
発・普及や新エネルギー施
設の整備への支援を行うとと
もに、モーダルシフトを促進
する。

経済産業省 ・（（平成14年1月の実施状
況）民生用エネルギーマネジメ
ントシステムや高効率給湯器
等の省エネルギー機器の導入
支援及び関連技術の開発等を
進める。また、クリーンエネル
ギー自動車や太陽熱高度利
用システムの導入に対する支
援措置の拡充、DME自動車
等の次世代大型低公害車開
発、燃料電池実用化に向けた
技術開発・実証試験等の実施
を始めとした新エネルギー機
器の技術開発・導入等を推進
する。）

・平成14年度には、ITを活用し
た、家庭内やオフィスビル等に
おけるエネルギーマネジメント
システム及び高効率給湯器の
普及に向けた補助制度及び関
連技術の開発に対する補助制
度を実施。またクリーンエネル
ギー自動車や太陽熱高度利
用システムの導入に対する支
援を実施。DME自動車等の
次世代低公害車開発、燃料電
池実用化に向けた技術開発・
実証試験等の実施を始めとし
た新エネルギー機器の技術開
発・導入等を実施した。

・平成14年度には、高効率給
湯器26．067台、BEMS（ビルエ
ネルギーマネジメントシステ
ム）82件、クリーンエネルギー
自動車約11，000台、太陽熱シ
ステム約5．000台について支援
を実施。

続き補助制度を実施予定。
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（競争的研究資金の改革と 経済産業省 ・H 1 5 年度予算要求にお ・1 5年度政府予算案　 5 ②平成 1 6年度予算要求に
拡充） いて増額要求。 2 ．8 億円 おいて増額の予定。
○競争的資金の拡充を図 ・プログラムオフィサーの ・優れた研究成果が得ら ・ （訃独立行政法人化後、棲構
る。併せて、評価の徹底、 設置等制度の見直し。 れ、かつ発展の見込まれる 定員上のプログラムオフイ
研究費の適正規模の確保、 課題を継続するため、2年 サーを設置予定。
課題選定に当たっての戦略
的重点化、若手研究者向資
金の重点的拡充を進めると
ともに、専門家による一貫
した評価 ・執行体制の整
備、総合科学技術会議にお
ける総合調整等、制度の在
り方について検討を進め
る。

間延長を可能とした。 ⑳診総合科学技術会議の議
論等を踏まえて、制度の見
直しを検討。

口 ． 歳 出 改 革

○創業や中小企業の経営革 ○創業や中 ○創業や中小企業の経営革 ○創業や中小企業の経営革 ○創業や中小企業の経営革 ○創業や中小企業の経営革
新を円滑化するため、必要 小企業の経 新を円滑化するため、必要 新を円滑化するため、必要 新を円滑化するため、必要 新を円滑化するため、必要
な専門知識の取得に係る人 宮革新を円な専門知識の取得に係る人 な専門知識の取得に係る人 な専門知識の取得に係る人 な専門知識の取得に係る人
づくり支援や、地域技術の 滑化するた づくり支援や、地域技術の づくり支援や、地域技術の づくり支援や、地域技術の づくり支援や、地域技術の
事業化支援等を充実する。 め、必要な

専門知識の
取得に係る
人づくり支
援や、地域
技術の事業
化支援等を
充実する。

事業化支援等を充実する。 事業化支援等を充実する。 事業化支援等を充実する。 事業化支援等を充実する。
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経済産 省 ・（口）平成14年度にお
いて、経営革新講座は14
7ヶ所、1，744人を対
象に実施（11月末時
点）。経営革新セミナーは
105回、7，278人を
対象に実施（12月末時
点）。経営革新ビジネス
フェアについては、名古
屋、大阪、福岡の3ヶ所に
て開催。経営革新交流会に
ついては、東京、大阪、名
古屋、九州、札幌、広島の
6ヶ所にて開催。

・平成14年1月～12月
の経営革新支援法承認企業
件数（2，949件）が平成13
年1月～12月の承認件数
（2，167件）より約1．4倍

増加。

・平成15年度において
も、先導的な経営草新企業
の育成を行うため、人材育
成事業の充実を図る。
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●

○総合科学技術会読は、
ライフサイエンス、②情報
通信、③環境、④ナノテク
ノロジー・材料の4分野を
中心に研究開発資源が重点
配分されるよう、必要に応
じて予算編成過程で財政当
局と連携を図る。また、
「科学技術の振興（ライフ

サイエンス等の4分野への
重点化等）」に関しては、
各省庁の施策について同会
議が調整を行い、各省庁が
要求する。プロジェクト選
定の際、外部評価を活用
し、また、その評価を公開
することにより、選定結果
の妥当性を高める。

経済産業省 ・平成14年度において、
研究開発プログラム予算
1，014．6億円〔うち
構造改革特別枠311．5
億円）を配分。4分野では
それぞれ
ライフサイエンス分野

174．8億円
〔45．0億円〕

情報通信分野
271．6億円
〔90．8億円〕

環境分野
454．0億円
〔161．9億円〕

ナノテクノロジー・材料分
野

114．2億円
〔13．7億円〕

※予算親は再掲を除く。〔
）は構造改革特別枠要求分
を内数で表示。

・構造改革特別要求施策を
推進するとともに研究開発
の成果が迅速に事業化に結
びつき、産業競争力強化に
直結するような経済活性化
の研究開発プロジェクト
（フォーカス21）の創設

と既存プロジェクトの徹底
した見直しを実施し平成1
5年度予算案を作成。

・研究開発について、目標
の達成に向けた着実かつ効
率的な実施。

政策目標B経産省基本方針（改革工程表）

①第156回国会会期末
平成15年度新規プロジェ
クトについて、NEDOに
対し研究開発資金の交付を
行い、NEDOにおいて研
究開発実施者の公募、採択
及び契約を行う。
②平成15年末及び③それ

以降
継続して研究開発を着実に
実施。
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●

・また平成15年度におい
てもプログラムを中心に引
き続き重点的に予算を配分
し、さらに研究開発の成果
が迅速に事業化に結びつ
き、市場創出に直結するよ
うな研究開発プロジェクト
としてフォーカス21（1
0テーマ30プロジェク
ト）を創設、367億円を
重点投入予定。プログラム
予算1，324．4億
各分野ではそれぞれ
ライフサイエンス分野
192．7億円
〔88．4億円〕

情報通信分野
424．0億円
〔172．9億円〕

環境分野
583．9億円
〔44．3億円〕

ナノテクノロジー・材料分
野
123．8億円
〔61．4億円）

※予算額は再掲を除く。
〔）はフォーカス21を

内数で表示。
※フォーカス21を加速的
に推進するため、平成14
年度補正予算を投入

60．4億円
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